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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
左右対をなす脚体と、これら脚体上に配される天板と、この天板の両端部を前記各脚体に
使用姿勢から跳ね上げ姿勢までの間でフラップ動作し得るように支持させる左右対をなす
天板支持機構と、これら両天板支持機構同士又は前記脚体同士を連結する連結ビームと、
前記天板の下面に設けられ前記使用姿勢において前記連結ビームに当接し得る当接面を有
した天板たわみ防止部材とを具備してなり、
前記天板支持機構が、前記天板を、主軸を介して前記脚体に軸支持するものであり、
前記連結ビームが、前記主軸と軸心を異ならせて配されたものであり、
前記天板たわみ防止部材が、前記当接面よりも主軸側に位置し、前記当接面に連続し前記
跳ね上げ姿勢から使用姿勢に至る動作領域において前記連結ビームの外周面に常時使用者
の指が入り込まない程度の隙間を介して近接する対向面を備えたものであることを特徴と
するフラップ天板付家具。
【請求項２】
前記天板たわみ防止部材が、前記天板の左右方向中央に配されている請求項１記載のフラ
ップ天板付家具。
【請求項３】
前記天板たわみ防止部材が、外縁に前記当接面及び対向面を有する当接板を備えたもので
ある請求項１または２記載のフラップ天板付家具。
【請求項４】
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前記天板たわみ防止部材が、同一形状をなす２枚の当接板間に天板の下面に取り付けるた
めの取付部を設けたものである請求項１、２または３記載のフラップ天板付家具。
【請求項５】
前記連結ビームの外周面が、横断面視円形をなすものである請求項１、２、３または４記
載のフラップ天板付家具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天板を使用姿勢と跳ね上げ姿勢との間でフラップ動作し得るフラップ天板付
家具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、左右対をなす脚体と、これら脚体上に配される天板と、前記脚体同士を連結する
フレームとを備え、この天板の両端部を前記各脚体に使用姿勢から跳ね上げ姿勢までの間
でフラップ動作し得るように支持させるようにしたフラップテーブルが知られている（例
えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　このようなフラップテーブルにおいて、天板は左右両端部のみで支持されているため、
天板に荷重が加わると中央部分が下方にたわんでしまうことがあった。このような撓みを
抑制するために、天板の下面を受ける突起を前記フレームの上面に設けるようにしたもの
も考えられている。
【０００４】
　ところがこのようなものであると、天板が使用姿勢に位置するときにのみ、天板と前記
突起とが当接して天板のたわみを防止するようになっているため、天板が跳ね上げ姿勢か
ら使用姿勢に至る途上で、天板とフレーム上の突起との間で指を挟んでしまう可能性があ
り、何らかの対策が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１１０１４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、天板の跳ね上げ姿勢から使用姿勢に至る途上での指挟みを抑制しつつ天板の
たわみを抑制することができるフラップ天板付家具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以上のような課題を解決するために、次のような構成を採用したものである
。すなわち、本発明に係るフラップ天板付家具は、左右対をなす脚体と、これら脚体上に
配される天板と、この天板の両端部を前記各脚体に使用姿勢から跳ね上げ姿勢までの間で
フラップ動作し得るように支持させる左右対をなす天板支持機構と、これら両天板支持機
構同士又は前記脚体同士を連結する連結ビームと、前記天板の下面に設けられ前記使用姿
勢において前記連結ビームに当接し得る当接面を有した天板たわみ防止部材とを具備して
なり、前記天板支持機構が、前記天板を、主軸を介して前記脚体に軸支持するものであり
、前記連結ビームが、前記主軸と軸心を異ならせて配されたものであり、前記天板たわみ
防止部材が、前記当接面よりも主軸側に位置し、前記当接面に連続し前記跳ね上げ姿勢か
ら使用姿勢に至る動作領域において前記連結ビームの外周面に常時使用者の指が入り込ま
ない程度の隙間を介して近接する対向面を備えたものであることを特徴とする。
【０００８】
　ここで「近接」とは、前記天板たわみ防止部材の対向面と前記連結ビームの外周面とが
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使用者の指が入り込まない程度の微小な隙間を介して接近することを言う。また、「摺接
」とは、前記天板たわみ防止部材の対向面と前記連結ビームの外周面とが摺れるようにし
て接することを言う。
【０００９】
　このようなものであれば、天板が、使用姿勢において、左右の天板支持機構又は脚体以
外にも天板の下面に設けられた天板たわみ防止部材を介して連結ビームによって支持され
ることになるため、天板の下方へのたわみを抑制することができると同時に、この天板た
わみ部材が対向面を備えているので、天板の跳ね上げ姿勢から使用姿勢に至る途上での該
天板たわみ防止部材と連結ビームとの間での指挟みを抑制することができる。
【００１０】
　前記天板たわみ防止部材は、使用姿勢におけるたわみが一番発生しやすい前記天板の左
右方向中央に配されているものが好ましい。
【００１１】
　前記天板たわみ防止部材の好適な一態様としては、外縁に前記当接面及び対向面を有す
る当接板を備えたものが挙げられる。
【００１２】
　前記天板たわみ防止部材は、同一形状をなす２枚の当接板間に天板の下面に取り付ける
ための取付部を設けたものが好ましい。
【００１３】
　前記連結ビームの外周面の好適な一態様としては、横断面視円形をなすものが挙げられ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、以上のような構成であるから、天板の跳ね上げ姿勢から使用姿勢に至る途上
での指挟みを抑制しつつ天板のたわみを抑制することができるフラップ天板付家具を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態にかかるフラップ天板付家具の外観図。
【図２】同実施形態にかかるフラップ天板付家具（使用姿勢）の左側面図。
【図３】同実施形態にかかるフラップ天板付家具（跳ね上げ姿勢）の左側面図。
【図４】同実施形態にかかるフラップ天板付家具（跳ね上げ姿勢）の正面図。
【図５】図４のＸ－Ｘ線断面図。
【図６】同実施形態にかかるフラップ天板付家具の分解斜視図。
【図７】同実施形態にかかるフラップ天板付家具の要部を拡大して示す分解斜視図。
【図８】図４のＹ部分を一部省略して示す図。
【図９】図４のＺ－Ｚ線拡大断面図。
【図１０】図４のＷ－Ｗ線断面で示す作用説明図。
【図１１】図４のＷ－Ｗ線断面で示す作用説明図。
【図１２】同実施形態にかかるフラップ天板付家具の中央側断面で示す作用説明図。
【図１３】同実施形態にかかるフラップ天板付家具の中央側断面で示す作用説明図。
【図１４】同実施形態にかかる天板たわみ部材の拡大図。
【図１５】図８のＭ－Ｍ線断面で示す作用説明図。
【図１６】図８のＭ－Ｍ線断面で示す作用説明図。
【図１７】図８のＭ－Ｍ線断面で示す作用説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
　この実施形態は、図１～図１７に示すように、本発明をいわゆるフラップテーブルと称
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されるフラップ天板付家具Ｔに適用した場合のものである。
【００１８】
　このフラップ天板付家具Ｔは、図１～図１７に示すように、左右対をなす脚体１Ａ，１
Ｂと、これら脚体１Ａ，１Ｂ上に配される天板２と、この天板２を前記各脚体１Ａ，１Ｂ
に使用姿勢（Ｕ）から跳ね上げ姿勢（Ｆ）までの間でフラップ動作し得るように支持させ
る左右対をなす天板支持機構３Ａ，３Ｂと、これら両天板支持機構３Ａ，３Ｂ同士を結合
させる連結ビーム４と、前記天板２の使用端ｘ側の下方に配設された棚５と、前記天板２
の反使用端ｙ側の下方に配設された幕板６を具備してなる。そして、前記左右の天板支持
機構３Ａ，３Ｂと、これら天板支持機構３Ａ，３Ｂ同士を結合させる連結ビーム４とを主
体としてプラットフォーム化の中核となるメカユニット７が構成されている。以下、前記
各構成要素について詳述する。
【００１９】
　＜脚体＞
　前記左の脚体１Ａは、図１～図９に示すように、支柱１１と、この支柱１１の下端部１
１ａから使用端ｘ側に延設された後脚１２と、この後脚１２よりも内側に位置させて前記
支柱１１の下端部１１ａから反使用端ｙ側に延設された前脚１３と、これら後脚１２及び
前脚１３の先端に設けたキャスタ１４とを備えてなる。
【００２０】
　前記支柱１１は、図１～図９に示すように、例えばスチール製の角柱パイプ素材を所要
長さに切断して作られるもので、その内部に下方からボルト１１１を装着可能な竪ネジ孔
１１２を有する脚取付用ブロック１１３と、左右方向からボルト１１４を装着可能な横ネ
ジ孔１１５及び位置決め孔１１６を有する軸プレート取付用ブロック１１７とが溶接等に
より固設されている。この支柱１１の上端には、合成樹脂製のキャップ１１８が帽着され
ている。なお、前記横ネジ孔１１５及び位置決め孔１１６は、この支柱１１の起立面であ
る内側面１１９にそれぞれ開口させてある。
【００２１】
　前記後脚１２は、図１～図６に示すように、基端側に前記支柱１１の下端に嵌合する嵌
合部１２１を有したもので、その嵌合部１２１を貫通して前記支柱１１の竪ネジ孔１１２
に下側から螺合させたボルト１１１により該支柱１１に取着されている。この後脚１２の
外側面１２２と前記支柱１１の外側面１１０とは略面一に連続させてあり、前記前脚１３
は、これら支柱１１及び後脚１２よりも内側に偏位させて設けてある。
【００２２】
　前記前脚１３は、図１～図６に示すように、基端側外側面１３１を前記後脚１２の基端
側内側面１２３に一体化させたもので、この前脚１３と前記後脚１２とは、例えばアルミ
ニューム合金を材料にして一体に作られたダイキャスト製のものである。すなわち、この
前脚１３は前記後脚１２の嵌合部１２１を介して前記支柱１１の下端部１１ａに取り付け
られている。前記後脚１２及び前記前脚１３の各中間部分は下方に開放された中空体状を
なしており、内部に図示しない補強用のリブを備えている。
【００２３】
　前記右の脚体１Ｂは、図１、図４～図６、図１０～図１３及び図１５～図１７に示すよ
うに、以上説明した左の脚体１Ａと左右対称形状をなすものであり、同一又は対応する部
分には同一の符号を付して説明を省略する。
【００２４】
　前記左の脚体１Ａの後脚１２及び前記右の脚体１Ｂの後脚１２は、図４及び図５に示す
ように、後方に向って漸次その間隔が大きくなるように傾斜させてあるとともに、前記左
の脚体１Ａの前脚１３及び前記右の脚体１Ｂの前脚１３は、前方に向って漸次その間隔が
小さくなるように傾斜させてある。
【００２５】
　上記の構成であるため、前記天板２を跳ね上げた状態で前記両脚体１Ａ，１Ｂの後脚１
２，１２間に同一構造をなす他の家具Ｑの左右の前脚１３，１３を侵入させることによっ
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て、当該フラップ天板付家具Ｔの使用端ｘ側に、同一構造をなす他のフラップ天板付家具
Ｑをスタッキングさせることができるようになっている。
【００２６】
　＜天板＞
　前記天板２は、図１～図６及び図８～図１７に示すように、左右方向に細長い長方形状
をなすものであり、例えば通常の木製天板と同様な構成をなしている。この天板２の下面
２１における左右両端部に天板受け取付用の埋設ナット２２が設けられている。そして、
左右方向中央に天板たわみ防止部材８が取り付けられているとともに、前記天板２の下面
２１における反使用端ｙ側に前記幕板６の支持部材である固定タイプのリンクステー９１
が取り付けられている。
【００２７】
　前記天板たわみ防止部材８は、図４、図６、図１２～図１７に示すように、天板２の中
央部が下方にたわむのを防止するためのもので、外縁に前記使用姿勢（Ｕ）において前記
連結ビーム４に当接する当接面８２と、この当接面８２に連続し前記跳ね上げ姿勢（Ｆ）
から使用姿勢（Ｕ）に至る動作領域において前記連結ビーム４の外周面４１に常時近接す
る対向面８４とを有する当接板８１を備えたものである。すなわち、この天板たわみ防止
部材８は、同一形状をなす２枚の当接板８１間に取付部８３を設けたものであって、合成
樹脂等により一体に成形されており、前記取付部８３に貫挿したボルト８５を天板２の下
面２１に設けた埋設ナット２３に螺着させることによって前記天板２に止着されている。
詳述すれば、この天板たわみ防止部材８は、前記天板２の左右方向中央に配されており、
前記当接板８１は、天板２の奥行き方向に延伸するように取り付けられたものである。前
記当接面８２は、使用姿勢（Ｕ）において、横断面視円形をなす連結ビーム４の外周面４
１にがっちりと嵌る形状をなしている。前記対向面８４は、前記当接面８２よりも主軸３
７側に位置するもので、使用姿勢（Ｕ）と跳ね上げ姿勢（Ｆ）との間の動作領域において
、連結ビーム４の外周面４１との間に、使用者の指が入り込まない程度の微小な隙間を介
して接近するような形状をなしている。
【００２８】
　したがって、図１５に示すように、使用姿勢（Ｕ）においては、前記天板たわみ防止部
材８の当接面８２が連結ビーム４の外周面４１、具体的には、連結ビーム４の上端部分に
嵌り込んだ状態となっている。そのため、天板２の自重や、天板２上にかかる下方への力
に抗して天板２がたわむのを抑制している。一方、図１６及び図１７に示すように、使用
姿勢（Ｕ）以外の状態においては、前記天板たわみ防止部材８の当接面８２が連結ビーム
４の外周面４１と離間した状態となっている。そして、図１７に示す跳ね上げ姿勢（Ｆ）
から図１５に示す使用姿勢（Ｕ）に至る動作領域において、例えば図１６に示すように、
前記天板たわみ防止部材８の当接面８２と連結ビーム４の外周面４１とが、使用者の指が
入り込まない程度の微小な隙間を介して接近する。この前記天板たわみ防止部材８は、前
記天板たわみ防止部材８の当接面８２と連結ビーム４の外周面４１との間に形成された隙
間が、最終的になくなるように連続的に近接するように設定されている。
【００２９】
　前記固定タイプのリンクステー９１は、図１～図６及び図８～図１３に示すように、基
端部９１１をボルト９１２を用いて天板２の下面２１に取り付けられたもので、その先端
部９１３を後述する幕板６の取付台座６３に枢着してある。
【００３０】
　＜天板支持機構＞
　前記左の天板支持機構３Ａは、図１～図１１に示すように、前記天板２の下面２１に略
直交する２枚の平行な仮想隣接平面Ｐ１，Ｐ２間に、前記脚体１Ａに取り付けられる軸プ
レート３１と、この軸プレート３１に軸支持され上面で前記天板２を受ける天板受け３２
と、この天板受け３２を前記使用姿勢（Ｕ）及び前記跳ね上げ姿勢（Ｆ）に選択的にロッ
クするためのロック爪３３とを配してなるものである。すなわち、この天板支持機構３Ａ
，３Ｂは、前記脚体１Ａ，１Ｂに取り付けられ上半にヘッド部３６を有した軸プレート３
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１と、この軸プレート３１のヘッド部３６に軸支持された天板受け３２と、この天板受け
３２内に配設された天板ロック用のロック爪３３とを備えたものである。
【００３１】
　前記軸プレート３１は、図１及び図４～図１１に示すように、前記取付面３５１を有し
た取付部３５と、この取付部３５から上方に延出し前記天板受け３２を主軸３７を介して
軸支持するヘッド部３６とを備えたものである。前記取付部３５は、外側に取付面３５１
を有したもので、その取付面３５１を前記一方の仮想隣接平面Ｐ１に合致させている。す
なわち、外側に位置する一方の仮想隣接平面Ｐ１に略合致させた前記軸プレート３１の取
付面３５１を、前記脚体１Ａの起立面である内側面１１９に側方から当接させて、当該軸
プレート３１を前記脚体１Ａに取り付けるようにしてある。
【００３２】
　前記取付部３５は、図１及び図４～図１１に示すように、前記支柱１１の横ネジ孔１１
５に対応する複数の第１のボルト挿通孔３５２と、前記連結ビーム４の軸心に対応する第
２のボルト挿通孔３５５とを備えている。第１のボルト挿通孔３５２は、内側からボルト
１１４を挿通して当該軸プレート３１と脚体１Ａとを結合するためのもので、内方端にボ
ルト１１４の頭部１１４ａを収容する座ぐり孔３５４を備えている。第２のボルト挿通孔
３５５は、外側からボルト３５６を挿通して当該軸プレート３１と前記連結ビーム４の一
端とを結合するためのもので、外方端にボルト３５６の頭部３５６ａを収容する座ぐり孔
３５７を備えている。なお、この取付部３５の取付面３５１には、前記支柱１１の位置決
め孔１１６に嵌合する位置決めピン３８が突設されている。
【００３３】
　前記軸プレート３１のヘッド部３６は、図７～図１１に示すように、前記使用姿勢（Ｕ
）に達した天板２を前記天板受け３２を介して上端面３９１により受け止めるヘッド部本
体３９と、このヘッド部本体３９の一側に設けられ前記ロック爪３３が選択的に係わり合
う第１、第２の係止部３０１，３０２を有した爪受け３０とを備えている。すなわち、前
記軸プレート３１のヘッド部３６は、前記使用姿勢（Ｕ）に達した天板２を上端面３９１
により受け止めるヘッド部本体３９と、このヘッド部本体３９の一側に設けられ前記ロッ
ク爪３３と係わり合って前記天板２を使用姿勢（Ｕ）にロックする第１の係止部３０１及
び前記ロック爪３３と係わり合って前記天板２を跳ね上げ姿勢（Ｆ）にロックする第２の
係止部３０２を有する爪受け３０とを備えたものであり、前記爪受け３０の前記ロック爪
３３に対面する側の端縁３０３を、前記ヘッド部本体３９の端縁３９２よりも奥に控えた
位置に配している。
【００３４】
　前記爪受け３０は、図７～図１１に示すように、前記ヘッド部本体３９と一体に成形さ
れたもので、前記ヘッド部本体３９の外側に配されている。すなわち、前記軸プレート３
１は、アルミダイキャスト製のもので、前記ヘッド部本体３９及び前記爪受け３０からな
るヘッド部３６と、前記取付部３５とは、一体に成形されている。
【００３５】
　前記天板受け３２は、図１～図４及び図６～図１１に示すように、前記天板２の下面２
１に取り付けられる上板３２１と、この上板３２１の両側縁から延出され前記ヘッド部３
６の両側に位置する対をなす側板３２２，３２３とを備えたものである。
【００３６】
　前記上板３２１は、図７～図１１に示すように、天板２の下面２１に密着する平板状の
もので、前記埋設ナット２２に螺着されるボルト３２８により天板２に取り付けられてい
る。
【００３７】
　前記側板３２２，３２３は、図１～図４及び図６～図１１に示すように、この上板３２
１の両側縁から延出され前記ヘッド部３６の両側に位置するもので、一方の側板３２２の
外側面３２４は、前記外側に位置する一方の仮想隣接平面Ｐ１の内側に近接させてある。
前記天板受け３２の両側板３２２，３２３間の内法寸法ｓ１は、前記ヘッド部３６の厚み
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寸法ｓ２にフラップ動作を許容するためのクリアランス寸法ｓ３を加算した値に設定され
ている。また、前記支柱１１の上端部分１１ｂと前記軸プレート３１のヘッド部本体３９
との間に、前記爪受け３０及び前記天板受け３２の一方の側板３２２を収容可能な隙間が
形成されている。前記両側板３２２，３２３には、前記主軸３７が貫通する主軸用貫通孔
３２５と、ロック爪３３を支持する駆動軸３３３が貫通するロック爪用貫通孔３２６とが
設けられている。
【００３８】
　前記ロック爪３３は、図７、図８、図１０及び図１１に示すように、例えば、先端側に
屈曲部３３１を備えた鎌状のもので、基端部３３２に前記駆動軸３３３が一体回転可能に
貫装されている。駆動軸３３３の外方端３３４は、一方の側板３３２から外側方に突出し
ており、その外方端３３４にロック解除用の操作レバー３３０が装着されている。このロ
ック爪３３は、図示しないねじりコイルスプリング等により軸プレート３１の爪受け３０
方向に回動付勢されており、使用姿勢（Ｕ）においては、このロック爪３３の屈曲部３３
１が前記爪受け３０の第１の係止部３０１に係わり合い、跳ね上げ姿勢（Ｆ）においては
、前記屈曲部３３１の先端が前記爪受け３０の第２の係止部３０２に係わり合うようにな
っている。
【００３９】
　この天板支持機構３Ａは、前記ロック爪３３及び前記ヘッド部３６を隠ぺいするように
して前記天板受け３２に設けられたカバー３４を備えている。
【００４０】
　カバー３４は、図１～図４、図６、図７、図１０及び図１１に示すように、フラップ動
作時に前記軸プレート３１との干渉を避けるための可動部３４１を備えている。なお、図
８及び図９では、内部の機構を示すためカバー３４の図示を省略している。具体的には、
このカバー３４は、前記天板受け３２における両側板３２２，３２３の外縁間に設けられ
フラップ動作時にいずれの部材とも干渉することのないカバー本体３４３と、このカバー
本体３４３にヒンジ３４２を介して蝶着された可動部３４１とを備えたものである。
【００４１】
　前記カバー本体３４３は、図３、図７、図１０及び図１１に示すように、前記両側板３
２２，３２３の先端縁間に蓋着される帯板状のもので、両側縁に前記両側板３２２，３２
３の内側面に当接する取付片３４４を備えている。取付片３４４は、側板３２２，３２３
に添接する側の面に突起３４５を備えており、その突起３４５を部材の一時的な弾性変形
を利用して前記側板３２２，３２３に設けた取付孔３２７に係わり合わせることができる
ようになっている。
【００４２】
　前記可動部３４１は、図１～図４、図７、図１０及び図１１に示すように、前記カバー
本体３４３と略同一幅を有する板状のもので、一端が前記ヒンジ３４２を介して前記カバ
ー本体３４３に回動自在に支持されており、図１１に示す跳ね上げ姿勢（Ｆ）において前
記カバー本体３４３では隠しきれない余剰領域Ｒ１を隠ぺいするとともに、図１０に示す
使用姿勢（Ｕ）で前記余剰領域Ｒ１から退避するように構成されている。
【００４３】
　前記右の天板支持機構３Ｂは、図１、図４～図６、図１２、図１３及び図１５～図１７
に示すように、以上説明した左の天板支持機構３Ａと左右対称形状をなすものであり、同
一又は対応する部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【００４４】
　＜連結ビーム＞
　連結ビーム４は、図１、図４～図９、図１２～図１７に示すように、横断面円形をなす
パイプ素材を所定長さに切断してなるビーム本体４２と、このビーム本体４２内の両端近
傍部に剛結された固定ナット板４３とを備えたもので、前記固定ナット板４３の中心に前
記ボルト３５６が螺着されるネジ孔４４が形成されている。そして、この連結ビーム４に
より前記左右の天板支持機構３Ａ，３Ｂ同士を結合させることにより、前記メカユニット
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７が構成されている。
【００４５】
　＜メカユニット＞
　メカユニット７は、図１～図１３及び図１５～図１７に示すように、左右に対をなす天
板支持機構３Ａ，３Ｂと、これら天板支持機構３Ａ，３Ｂの軸プレート３１，３１同士を
連結する前記連結ビーム４と、前記天板支持機構３Ａ，３Ｂの駆動軸３３３，３３３同士
を連結する操作連動ビーム７１とを備えたものである。
【００４６】
　前記軸プレート３１と前記連結ビーム４との結合は、連結ビーム４の端面を軸プレート
３１の内側面に当接させ、軸プレート３１の外側面側から第２のボルト挿通孔３５５に挿
入したボルト３５６を前記連結ビーム４のネジ孔４４に螺合させ緊締することにより行わ
れる。前記ボルト３５６をネジ孔４４に締着した状態では、前記ボルト３５６の頭部３５
６ａが前記軸プレート３１の座ぐり孔３５７に埋没するようになっている。
【００４７】
　また、これら両天板支持機構３Ａ，３Ｂにおける軸プレート３１，３１の外側に形成さ
れた取付面３５１，３５１を左右に対をなす脚体１Ａ，１Ｂの内側に形成された起立面に
それぞれ取り付けている。すなわち、前記脚体１Ａ，１Ｂと前記軸プレート３１との結合
は、脚体１Ａ，１Ｂの支柱１１に設けられた起立面である内側面１１９に軸プレート３１
の取付部３５に形成された取付面３５１を添接させ、前記取付部３５に設けられた第１の
ボルト挿通孔３５２に挿入したボルト１１４を前記支柱１１のネジ孔４４に螺合させ緊締
することにより行われる。なお、脚体１Ａ，１Ｂの支柱１１の起立面である内側面１１９
に軸プレート３１の取付面３５１を添接させる際に、前記軸プレート３１に設けられた位
置決めピン３８が前記支柱１１に設けられた位置決め孔１１６に嵌合し、軸プレート３１
と支柱１１との位置決めがなされるようになっている。これによって、そのメカユニット
７の外側に前記脚体１Ａ，１Ｂがそれぞれ配されることになる。
【００４８】
　＜棚＞
　前記棚５は、図１～図４、図６、図８～図１３及び図１５～図１７に示すように、左右
対をなす側フレーム５１，５２と、これら側フレーム５１，５２間に架設される横架材５
３とを備えたものである。前記側フレーム５１，５２はそれぞれ、基端部５１１，５２１
を前記連結ビーム４に回動可能に支持させるとともに、先端部５１２，５２２を自由端タ
イプのリンクステー９３を介して前記天板２の使用端ｘ側、具体的には、天板受け３２の
内側の側板３２３に支持させたもので、その内側面に前記横架材５３の端部を保持する保
持孔５１３，５２３を備えている。側フレーム５１，５２の基端部５１１，５２１はそれ
ぞれ、使用姿勢（Ｕ）において下方に開放された形態をなし、上側から前記連結ビーム４
に対して着脱し得る形態をなしている。具体的には、前記棚５の側フレーム５１，５２の
基端部５１１，５２１はそれぞれ、前記連結ビーム４に対して径方向から部材の一時的な
弾性変形を利用して着脱し得る側面視Ｃ字形をなすものである。
【００４９】
　＜幕板＞
　前記幕板６は、図１～図６及び図８～図１３に示すように、中空板状をなす幕板本体６
１と、この幕板本体６１の開口端に蓋着されたエンドカバー６２と、前記幕板本体６１に
ボルト６９，６０を介して取着されリンクステー９１，９２が取り付けられる取付台座６
３，６４とを備えたものである。具体的には、前記幕板６は、左右両端部における上縁近
傍部分６５に第１の取付台座６３を有するとともに、左右両端部における下縁近傍部分６
６に第２の取付台座６４を有したものであり、前記天板２に固定された第１のリンクステ
ー９１の先端部９１３が前記第１の取付台座６３に枢着されているとともに、前記脚体１
Ａ，１Ｂに枢着された第２のリンクステー９２の先端部９２３が前記第２の取付台座６４
に枢着されている。
【００５０】
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　以上に述べたように、本実施形態にかかるフラップ天板付家具Ｔは、左右対をなす脚体
１Ａ，１Ｂと、これら脚体１Ａ，１Ｂ上に配される天板２と、この天板２の両端部を前記
各脚体１Ａ，１Ｂに使用姿勢（Ｕ）から跳ね上げ姿勢（Ｆ）までの間でフラップ動作し得
るように支持させる左右対をなす天板支持機構３Ａ，３Ｂと、これら両天板支持機構３Ａ
，３Ｂ同士を連結する連結ビーム４と、前記天板２の下面２１に設けられ前記使用姿勢（
Ｕ）において前記連結ビーム４に当接する当接面８２を有した天板たわみ防止部材８とを
具備してなり、前記天板たわみ防止部材８が、前記当接面８２に連続し前記跳ね上げ姿勢
（Ｆ）から使用姿勢（Ｕ）に至る動作領域において前記連結ビーム４の外周面４１に常時
近接する対向面８４を備えたものである。そのため、天板２が、使用姿勢（Ｕ）において
、左右の天板支持機構３Ａ，３Ｂ以外にも天板２の下面２１に設けられた天板たわみ防止
部材８を介して連結ビーム４によって支持されることになるため、天板２の下方へのたわ
みを抑制することができると同時に、この天板たわみ防止部材８が対向面８４を備えてい
るので、天板２の跳ね上げ姿勢（Ｆ）から使用姿勢（Ｕ）に至る途上での、当該天板たわ
み防止部材８と連結ビーム４との間の指挟みを抑制することができる。
【００５１】
　また、前記天板たわみ防止部材８は、前記天板２の左右方向中央に配されているので、
本実施形態のような左右方向に長尺な天板２のたわみ防止には効果的である。なお、本実
施形態の天板たわみ防止部材８は、前記天板２の前後方向ほぼ中央に配されており、その
前後方向の中央部分と支軸３７の軸心とがほぼ一致するように設定されている。
【００５２】
　さらに、前記天板たわみ防止部材８は、外縁に前記当接面８２及び対向面８４を有する
当接板８１を備えたものであるので、当接板８１の外縁の比較的小さな面で連結ビーム４
にそれぞれ当接及び近接するようになっている。
【００５３】
　前記天板たわみ防止部材８が、同一形状をなす２枚の当接板８１，８１間に天板２の下
面２１に取り付けるための取付部８３を設けたものであるので、連結ビーム４の設けられ
る位置や形状に合わせて天板たわみ防止部材８の形状を種々設定することができる。
【００５４】
　本実施形態においては、前記連結ビーム４の外周面４１が、横断面視円形をなすもので
あるので、前記天板たわみ防止部材８の当接面８２の形状及び対向面８４の形状を設計し
やすいという効果もある。
【００５５】
　なお、本発明は以上に述べた実施形態に限られない。
【００５６】
　本発明の脚体は、上述した実施形態のものには限られない。例えば、上述した実施形態
のような側面視逆Ｙ字状をなす脚体の他に、支柱とこの支柱の下端部から使用端側及び反
使用端側にそれぞれ延設された前脚及び後脚とを備えた側面視逆Ｔ字状をなす脚体や、支
柱とこの支柱の下端部から反使用端側に延設された脚ベースとを備えた側面視Ｌ字状をな
す脚体の他、種々変更可能である。また、同一構造をなす他の家具をスタッキング可能な
ものだけでなく、スタッキングができない構造を有する脚体であってもよい。
【００５７】
　また、天板たわみ防止部材は、当接面に連続し跳ね上げ姿勢から使用姿勢に至る動作領
域において連結ビームの外周面に常時摺接する対向面を備えたものや、前記動作領域にお
いて連結ビームの外周面に一部分が摺接し、他の部分において近接する対向面を備えたも
のであってもよい。このようなものであれば、上述した実施形態に準じて、当該天板たわ
み防止部材と連結ビームとの間の指挟みを抑制することができる。
【００５８】
　天板たわみ防止部材は、単一のものに限られず、複数設けてもよい。また、天板たわみ
防止部材を設ける場所も、天板の中央には限られず種々変更可能である。さらに、天板た
わみ防止部材は、天板に取付部を介して取り付けられる別体に限られず、天板と一体に設



(10) JP 6098103 B2 2017.3.22

10

20

30

けられるものであってもよい。
【００５９】
　また、天板たわみ防止部材の当接面は、使用姿勢において連結ビームに当接するもの以
外にも、当該天板たわみ防止部材が設けられた天板が荷重を受けた場合にのみ連結ビーム
に当接するものであってもよい。
【００６０】
　連結ビームは、左右の天板支持機構同士を連結するものに限られず、左右の脚体同士を
連結するものであってもよい。
【００６１】
　また、連結ビームの形状は、種々変更可能であり、これに対応して天板たわみ防止部材
の形状も種々変更可能である。天板たわみ防止部材の当接面及び対向面は、板状の当接板
に設けられるものに限らず、ブロック状のものや、３枚以上の複数の当接板に設けられる
ものであってもよい。
【００６２】
　その他、本発明の趣旨を損ねない範囲で種々に変更してよい。
【符号の説明】
【００６３】
　Ｔ…フラップ天板付家具
　１Ａ，１Ｂ…脚体
　２…天板
　（Ｕ）…使用姿勢
　（Ｆ）…跳ね上げ姿勢
　２１…下面
　３Ａ，３Ｂ…天板支持機構
　４…連結ビーム
　４１…外周面
　８…天板たわみ防止部材
　８１…当接板
　８２…当接面
　８３…取付部
　８４…対向面
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